
「キャッシュレス納付」周知チラシ配布活動について 

1．配布活動の趣旨 

（１）軽⾃動⾞税（市町村税︓納期限 5 ⽉末）、普通⾃動⾞税（県税︓納期限 6 ⽉末）を 

メインターゲットとし、「スマホ決済アプリ利⽤」によるキャッシュレス化を周知。 

    事業先にはキャッシュレス納付（e-Tax、eLTAX）を周知。 

（2）⻘森市、弘前市、⼋⼾市の 3 市同時開催とし、県、地域県⺠局、市役所、税務署、商⼯ 

会議所、⾦融機関の共同実施により、官⺠⾦⼀体での連携・協⼒による活動であることを PR。 

マスコミ取材による周知効果アップも図る。 

 

2．開催内容 

   

 
3．配布物 （A4 サイズチラシ） 

  
 



 
4．参加者⼀覧 

 
 



 「⻘森会場」



「弘前会場」

「⼋⼾会場」


